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証票交付申請書
令和○○年○○月○○日
　　みやき町選挙管理委員会委員長　　　　様
候補者の氏名　　　　みやき　太郎　　　
住所 みやき町大字東尾○○○番地
（電話番号　89-○○○○）
職業　　　　農　業　　　　
　　みやき町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第１条第１項の証票の交付を受けたいので、同規程第２条第１項の規定により、次のとおり申請します。

　１　公職の種類　　　　みやき町議会議員
　２　証票の交付申請枚数　　　　　４　　枚
　３　立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数等
	事務所の所在地
	連絡責任者氏名
	事務所電話番号
	立札及び看板の類の枚数

	　みやき町大字

原古賀○○○番地○
	　　○○　次郎
	　94-○○○○
	　１

	　みやき町大字

江口○○○番地
	　　△△　三郎
	　89-○○○○
	　１

	　みやき町大字

西島○○○番地○
	　　□□　四郎
	　96-○○○○
	　１

	　みやき町大字

市武○○○番地
	　　◇◇　五郎
	　96-○○○○
	　１


立札及び看板の類の形状



設　置　場　所
みやき町大字原古賀○○○番地　　　　　　町大字　　　　番地　








　　　 町大字　　　　　番地　　　　　町大字　　　　番地　

記載例





１事務所当たり２枚まで掲示することができる





公職の種類


・町長


・町議会議員





証書の枚数


候補者　　4


後援団体　4


公選法施行令第１１０条の５第１項第７号）





40ｃｍ�





規格は、150ｃｍ×40ｃｍ以内、ただしこの規格には、下の足の部分等も含まれる。


政治活動のために使用する事務所以外の場所や事務所として実態のない場所、自動車等に取り付けて掲示することはできない。


中に電灯を入れたあんどん形式のものは、立札・看板の類とは認められない。


本条の立札・看板の類は、選挙期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができる。ただし、選挙期間中の移動はできない。


記載内容は、選挙運動にわたるものであってはならない。
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その他任意の地図でも可
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